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一
輪
の
コ
ス
モ
ス
が
路
上
に
秋

を
告
げ
て
い
る
。
舗
装
路
に
は
ま

と
ま
っ
た
土
は
無
く
、
植
物
の
居

場
所
も
無
い
よ
う
に
思
う
。

し
か
し
、
眼
を
凝
ら
す
と
、
コ

ン
ク
リ
ー
ト
や
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
で

固
め
た
路
上
や
ビ
ル
の
壁
の
割
れ

目
、
裂
け
目
に
は
、
草
や
木
さ
え

も
生
え
て
い
る
。
国
道
４
号
線
の

中
央
分
離
帯
に
も
、
緑
の
葉
が
そ

よ
い
で
い
る
。

こ
れ
ら
の
無
機
質
な
人
工
物
の

隙
間
に
は
、
風
や
水
、
あ
る
い
は

動
物
や
車
や
ら
が
彼
等
の
種
を
運

ん
で
来
る
。
望
ま
な
く
て
も
彼
等

は
そ
こ
で
生
き
て
ゆ
く
し
か
な
い

の
だ
。
花
も
࡙
け
ば
実
ま
で
も
つ

け
て
、
ど
根
性
ト
マ
ト
・
ス
イ
カ
・

イ
チ
ゴ
等
と
、
ニ
ュ
ー
ス
で
囃
さ
れ

る
こ
と
も
あ
る
。
さ
ぞ
や
窮
屈
だ

ろ
う
、
苦
し
い
だ
ろ
う
、
ひ
も
じ

い
だ
ろ
う
な
と
想
っ
て
い
た
。
と

こ
ろ
が
そ
ん
な
想
い
は
一
変
し
た
。

こ
ん
な
事
を
研
究
し
て
い
る
学
者

に
८
り
会
っ
た
。

実
は
彼
等
、
植
物
に
と
っ
て
、
隙

間
は
天
国
だ
と
ݴ
う
。
生
物
界
は
ऑ

೑
強
৯
、
常
に
相
手
と
死
ぬ
か
生
き

る
か
の
せ
め
ぎ
合
い
を
し
て
い
る
。

劣
悪
に
見
え
た
路
上
の
隙
間
は
競

争
相
手
の
つ
け
入
る
隙
の
無
い
場

所
な
の
だ
。
隙
間
は
、雨
水
が
供
給・

保
持
さ
れ
、
陽
を
さ
え
ぎ
る
相
手

も
居
な
い
安
穏
な
環
境
な
の
だ
。

植
物
も
生
き
物
、
我
々
ヒ
ト
と

て
同
じ
だ
。
不
幸
に
見
え
て
、
幸

せ
あ
る
い
は
幸
せ
に
続
く
道
と
い

う
こ
と
も
あ
ろ
う
。
逆
に
幸
せ
に

見
え
て
、
そ
れ
が
不
幸
に
続
く
道

に
な
り
も
す
る
。

白
隠
禅
師
は
云
っ
た
、「
天
国
も

地
獄
も
同
じ
」・
・
・
と
。

︵
佐
渡
︶

75
歳
以
上
窓
口
負
担
４
パ
タ
ー
ン
に

差
額
が
３
千
円
に
満
た
な

い
場
合
は
そ
の
ま
ま
２
割
負

担
の
額
を
徴
収
し
ま
す
︵
表

２
︶。複

数
回
受
診
で
月
の
途
中

で
差
額
が
３
千
円
を
超
え
た

場
合
、
前
回
ま
で
の
負
担
額

と
合
わ
せ
て
計
算
し
な
く
て

は
な
り
ま
せ
ん
。
レ
セ
コ
ン

を
導
入
し
て
い
る
医
療
機
関

は
更
新
に
よ
り
自
動
的
に
計

算
さ
れ
ま
す
が
、
導
入
さ
れ

て
い
な
い
医
療
機
関
で
は
患

者
さ
ん
一
人
ひ
と
り
計
算
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

10
月
か
ら

10
月
か
ら
実
施
さ
れ
た
一

定
所
得
者
の
後
期
高
齢
者
の

窓
口
負
担
２
割
化
に
よ
り
、

後
期
高
齢
者
の
窓
口
負
担
は

１
割
、
２
割
、
３
割
に
分
か

れ
ま
す
︵
表
１
︶。

２
割
負
担
に
な
る
場
合
、

激
変
緩
和
措
置
と
し
て
、
２

０
２
５
年
９
月
30
日
ま
で
、

外
来
受
診
に
お
け
る
１
ヵ
月

の
負
担
増
加
額
を
最
大
で
も

３
千
円
と
す
る
措
置
が
設
け

ら
れ
ま
し
た
。
激
変
緩
和
措

置
は
、
同
一
医
療
機
関
で
の

受
診
に
つ
い
て
は
現
物
給
付

と
な
る
た
め
、
窓
口
で
１
割

か
ら
２
割
の
差
額
分
を
計
算

し
、
３
千
円
を
上
限
と
し
て

徴
収
し
ま
す
。

例
え
ば
、
１
割
負
担
の
負

担
額
が
５
千
円
の
人
は
２
割

負
担
に
よ
り
負
担
額
が
１
万

円
と
な
り
、
差
額
の
５
千
円

の
う
ち
３
千
円
を
上
限
と
し

て
１
割
負
担
の
５
千
円
に
上

乗
せ
す
る
た
め
、
窓
口
徴
収

額
は
８
千
円
と
な
り
ま
す
。

１
割
と
２
割
の
差
額
３
０
０
０
円
を
上
限
に
徴
収

複
数
の
医
療
機
関
や
調
剤

薬
局
で
の
窓
口
負
担
は
、
申

請
に
よ
り
合
算
し
て
取
り
扱

う
こ
と
と
な
り
、
１
ヵ
月
当

た
り
の
負
担
増
加
額
３
千
円

を
超
え
る
分
が
高
額
療
養
費

と
し
て
、
患
者
さ
ん
が
事
前

登
録
し
た
口
座
へ
４
ヵ
月
を

め
ど
と
し
て
償
還
さ
れ
ま
す

︵
表
３
︶。
事
前
登
録
を
し
て

い
な
い
場
合
は
、
広
域
連
合

か
ら
10
月
上
०
に
申
請
書
が

送
ら
れ
て
き
ま
す
。

後
期
高
齢
者
の
窓
口
負
担

は
１
割
、
２
割
、
３
割
と
な

る
上
、
２
割
の
中
で
も
負
担

増
加
額
の
差
額
が
３
千
円
を

超
え
る
人
は
１
割
プ
ラ
ス
３

千
円
と
い
う
４
パ
タ
ー
ン
の

負
担
額
に
な
り
ま
す
。

複
数
の
医
療
機
関
・
薬
局
で
の
超
過
額
の
取
り
扱
い

後
期
高
齢
者
保
険
証
は

10
月
ま
で
に
２
回
送
付

10
月
か
ら
の
２
割
負
担
化

に
伴
い
、
後
期
高
齢
者
の
保

険
証
は
７
月
～
10
月
の
間
に

２
回
、
対
象
者
へ
配
布
さ
れ

ま
す
。
７
月
に
送
付
さ
れ
る

有
効
期
限
が
８
月
１
日
～
９

月
30
日
ま
で
の
保
険
証
︵
桃

色
︶
と
９
月
に
送
付
さ
れ
る

有
効
期
限
10
月
１
日
～
２
０

２
３
年
７
月
31
日
ま
で
の
保

険
証
︵
水
色
︶
で
す
。
10
月

で
負
担
割
合
が
変
更
と
な
る

た
め
再
度
更
新
し
な
く
て
は

な
ら
ず
、
無
駄
な
予
算
と
患

者
さ
ん
に
混
乱
を
生
じ
さ
せ

る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

︵
参
ߟ
・
東
ژ
保
険
医
新
聞
︶

（表 3）配慮措置の仕組み

窓口負担 1 割のとき　① 5,000 円
窓口負担 2 割のとき　② 10,000 円
負担増　③（②－①） 5,000 円
窓口負担増の上限　④ 3,000 円
窓口徴収額　①＋④ 8,000 円

（表 2）窓口負担の計算例
同一医療機関で1ヵ月の医療費が50,000円（5,000点）
の場合

注：複数医療機関・薬局との合算で④の額を超えた金額は償還払い

区分 自己負担額
現役並み
所得者 3 割

一般
所得者等 1 割

区分 自己負担額
現役並み
所得者 3 割

一定以上
所得のある方

2 割
※負担増加額 3,000 円以上の
　人は 1 割＋ 3,000 円

一般
所得者等 1 割

（表 1）後期高齢者の窓口負担
2022 年９月 30 日まで 2022 年 10 月 1 日から

厚労省：医療機関等職員向けリーフレット（令和 4 年 8 月版）より

９
月
16
日
㈮
、
盛
岡
の
ア

イ
ー
ナ
で
「
更
年
期
に
始
ま

る﹃
ア
イ
フ
レ
イ
ル
﹄と
は
？

～
女
性
の
更
年
期
と
眼
科
疾

患
～
」
と
題
す
る
勉
強
会
を
、

谷
藤
眼
科
副
院
長
の
谷
藤
典

子
先
生
を
講
師
に
行
い
ま
し

た
。「

ア
イ
フ
レ
イ
ル
」
と
は
、

加
齢
に
よ
る
目
の
機
能
低
下

で
、
早
期
発
見
に
よ
り
目
の

健
康
寿
命
を
延
ば
す
こ
と
が

可
能
と
し
ま
し
た
。

加
齢
に
伴
う
代
表
的
な
眼

疾
患
と
し
て
白
内
障
と
ド
ラ

イ
ア
イ
を
挙
げ
、
目
が
疲
れ

る
、
ゴ
ロ
ゴ
ロ
す
る
等
の
違

和
感
の
原
因
は
ド
ラ
イ
ア
イ

か
も
し
れ
な
い
た
め
、
ド
ラ

イ
ア
イ
チ
ェ
ッ
ク
を
し
て
１

つ
で
も
当
て
は
ま
る
場
合
、

ま
た
、
10
秒
間
瞬
き
せ
ず
に

い
ら
れ
な
い
場
合
は
ド
ラ
イ

ア
イ
の
可
能
性
が
高
い
と
お

話
し
、
対
策
と
治
療
薬
に
つ

い
て
触
れ
ま
し
た
。

白
内
障
に
関
し
て
は
、
実

際
に
手
術
の
映
像
を
見
な
が

ら
、
保
険
適
用
の
単
焦
点
レ

ン
ズ
の
他
、
保
険
適
用
外
の

２
焦
点
レ
ン
ズ
、
３
焦
点
レ

ン
ズ
も
あ
り
、
手
術
す
る

こ
と
で
見
え
方
が
ク
リ
ア
に

な
る
と
説
明
し
ま
し
た
。
目

の
不
調
が
あ
っ
て
も
受
診
せ

ず
、
緑
内
障
で
失
明
寸
前
で

あ
っ
た
り
、
加
齢
性
黄
斑
変

性
の
場
合
も
あ
る
の
で
、
目

の
不
具
合
が
あ
っ
た
ら
早
め

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
と
ま
と

め
ま
し
た
。

加
齢
に
伴
う
眼
疾
患
に
つ
い
て
学
ぶ

オ
ン
ラ
イ
ン
併
用
で
勉
強
会
開
催

講師の谷藤典子先生（右）と司会を務めた加藤常任理事
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設
け
て
窓
口
負
担
を
無
料
に

し
て
い
る
の
は
19
自
治
体
に

と
ど
ま
っ
て
い
ま
す
。
ま

た
所
得
制
限
が
あ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
一
定
の
所
得
が

あ
れ
ば
医
療
費
助
成
の
対
象

と
し
な
い
自
治
体
も
あ
り
ま

す
。盛

岡
市

は
現
時
点

で
は
所
得

制
限
が
あ

り
ま
せ
ん
が
、
市
の
担
当
者

に
よ
れ
ば
、
今
後
、
所
得
制

限
を
設
け
る
か
ど
う
か
は
回

答
で
き
な
い
と
の
こ
と
で
し

た
。
給
付
方
法
に
つ
い
て

は
、
現
在
中
学
生
ま
で
適
用

し
て
い
る
現
物
給
付
で
は
な

く
、
高
校
生
の
助
成
分
に
つ

９
月
６
日
、
盛
岡
市
の
子

ど
も
の
医
療
費
助
成
の
対
象

が
高
校
生
ま
で
拡
充
す
る
方

針
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
報

道
さ
れ
ま
し
た
。
久
慈
市
も

同
様
の
方
向
で
準
備
を
進
め

て
お
り
、
こ
れ
で
、
既
に
来

年
度
か
ら
拡
充
が
決
定
し
て

い
る
滝
沢
市
を
含
め
、
子
ど

も
の
医
療
費
助
成
が
、
県
内

全
て
の
自
治
体
に
お
い
て
高

校
生
ま
で
実
施
さ
れ
る
こ
と

と
な
り
ま
す
。
ま
ず
は
、
盛

岡
市
の
英
断
に
敬
意
を
表
し

ま
す
。

一
方
、
県
内
33
自
治
体
の

う
ち
独
自
の
上
乗
せ
制
度
を

い
て
は
、
医
療
機
関
の
窓
口

で
い
っ
た
ん
負
担
し
後
日
還

付
さ
れ
る
「
償
還
払
い
」
を

適
用
し
ま
す
。

制
度
が
高
校
生
ま
で
拡
充

さ
れ
る
点
で
は
県
内
一
律
、

足
並
み
が
揃
う
も
の
の
、
窓

口
負
担
は
地
域
差
が
生
じ
て

い
る
状
況
で
す
。
全
市
町
村

で
の
窓
口
負
担
を
無
料
と
す

る
こ
と
を
改
め
て
求
め
た
い

と
思
い
ま
す
。

日
本
の
総
人
口
は
減
少
傾

向
に
あ
り
、
中
で
も
18
歳
以

下
の
子
ど
も
の
人
口
は
過
去

最
低
を
更
新
し
、
少
子
化
に

歯
止
め
が
か
か
っ
て
い
ま
せ

ん
。
子
育
て
支
援
の
一
環
と

し
て
、
子
ど
も
が
お
金
の
心

配
な
く
安
心
し
て
医
療
が
受

け
ら
れ
る
よ
う
に
と
、
子
ど

も
の
医
療
費
無
料
化
の
実
現

に
向
け
て
、
地
域
住
民
や
医

療
関
係
者
に
よ
る
運
動
が
展

開
さ
れ
て

き
ま
し
た

し
、
当
協

会
で
も
要

請
を
重
ね
て
き
ま
し
た
。

現
在
、
自
治
体
が
独
自
の

子
育
て
支
援
策
と
し
て
子
ど

も
の
医
療
費
助
成
を
実
施
し

て
い
ま
す
が
、
本
来
は
、
国

が
全
国
一
律
に
助
成
を
行
う

べ
き
で
す
。
と
こ
ろ
が
国
は

自
治
体
が
現
物
給
付
を
行

な
っ
て
い
る
場
合
、
財
政
に

余
裕
が
あ
る
と
し
て
、
地
方

交
付
金
を
削
減
す
る
と
い
う

ペ
ナ
ル
テ
ィ
を
科
し
て
い
ま

す
。
国
は
、
住
民
の
健
康
を

守
り
、
子
育
て
支
援
の
た
め

に
努
力
し
て
い
る
自
治
体
を

支
援
す
る
べ
き
で
あ
り
、
ペ

ナ
ル
テ
ィ
を
科
す
な
ど
も
っ

て
の
ほ
か
で
す
。
コ
ロ
ナ
禍

が
長
期
化
す
る
中
、
労
働
環

境
の
悪
化
に
加
え
、
光
熱
費

や
物
価
の
急
激
な
上
昇
が
子

育
て
世
代
の
経
済
的
困
難
を

さ
ら
に
深
刻
に
し
て
い
ま

す
。
国
の
少
子
化
対
策
、
子

育
て
支
援
に
対
す
る
抜
本
的

な
政
策
の
見
直
し
を
求
め
ま

す
。

会
長
談
話

国
に
よ
る
自
治
体
へ
の
ペ
ナ
ル
テ
ィ
を
廃
止
し
、

全
国
一
律
の
医
療
費
助
成
制
度
を
求
め
ま
す

課税売上（自
費診療収入等）
の年間金額

1,000 万円以下 1,000 万円超～　　
　　5,000 万円以下 5,000 万円超

現在の自院
の状況

自院が免税事業者である 自院は課税事業者であり、
簡易課税制度を採用してい
る

自院は課税事業者で
あり、かつ本則課税
である

インボイス
登録 不要 必要

（場合によっては不要 ※ 1） 必要

インボイス
制度導入後
の対応

免税事業者の場合、自院は
消費税を納める必要がない
ため、今後特に対応は不要
となる。

（登録した場合、1,000 万円
以下であっても消費税を納
税する必要がある。）

インボイス登録を行えば、
取引相手が事業者であった
としても、インボイスを発
行することで相手方の仕入
税額控除に貢献することが
できる。自院は簡易課税事
業者なので、インボイス制
度がスタートしても、制度
の変更による納付税額の増
減はない。このケースでは
インボイス制度の影響はほ
ぼ無いといえる。

適格請求書発行事業
者としての登録を行
うことで、取引相手
にデメリットを生じ
させることは想定さ
れない。

検討しなけ
ればならな
いケース

課税売上高が一定以上ある
医療機関は、依頼企業との
取引機会を失わないために、
取引単価の見直しを検討す
るようなケースも想定され
る。その場合は、消費税を
別で表示せず本体価格に含
む形式の請求書を作成する、
企業側の要請に応じて、イ
ンボイス登録をして、消費
税をプラスした価格で請求
書を作成する、などの対策
は必要になる。
前者の場合には、インボイ
スの登録をしていないため、

「消費税額」として請求する
ことは実質できなくなる。
ただし、現状のまま取引を
続けることが可能であるこ
とも十分考えられる。

※ 1
例えば課税売上高が年間
1,000 万を若干超える程度
であり、毎期消費税を納税
しているが、そのほとんど
は患者個人への自費診療売
上である場合には、売上先
が事業者ではなく、インボ
イスの有無が関係しないた
め、インボイス登録をしな
い選択をすることができる。
その場合、納税する消費税
額は変わらないが、課税売
上高が 1,000 万円を下回り
免税事業者になった場合に、
インボイス登録事業者の登
録の取り消しをわざわざ届
出なくても良いメリットが
ある。

自院の消費税の納付
については、例えば
歯科医院において外
注先である技工所が
免税事業者の場合に
は、適格請求書発行
事業者の登録を行っ
ていなければ、消費
税額計算において仕
入税額控除を受ける
ことができない。そ
うなるとインボイス
制度開始前よりも税
負担が大きくなって
しまうため、外注先
が個人事業や零細企
業であってインボイ
ス登録していない場
合には、制度導入以
降の取引について何
らかの検討が必要に
なる。

消費税適格請求書等保存方式（インボイス制度）が

医療機関に与える影響

3．課税売上高の金額別のインボイス制度への対応一覧

１．はじめに
　今回は、インボイス制度導入による医療機関への影響について解説いた
します。令和５年 10 月１日よりインボイス制度が開始されると、適格請求
書発行事業者（インボイス登録事業者）が交付したインボイスでなければ、
領収書を発行した相手先において経費にかかる消費税額を控除することが
できません。また、金額を修正して請求書を再発行する場合や、相手先が
紛失したため再発行する際にも、原則として正しい金額で再度交付しなけ
ればならない義務も発生します。医療機関への影響と対応について解説い
たします。

２．消費税課税の基礎知識
　消費税の課税対象は、「課税売上高」です。保険診療収入は非課税売上と
なります。
　一般的なクリニックにおける課税売上高は、主に以下の３つです。

① 自費診療収入（産婦人科における妊娠出産に
 かかる収入等、一部対象外あり）

② 物品販売
③ 固定資産の売却

　消費税の免税事業者となることができるのは、基準期間（前々年度の対
象期間）の課税売上高が１千万円以下の場合です。
　課税事業者が消費税の納税額の計算を行う場合、基準期間の課税売上高
が５千万円以下の場合は、事前に届出した上で簡易課税制度を用いて納税
額の計算を行うことができます。消費税の税額計算を行う場合に、通常は
取引ごとに仕入税額控除を抜き出して集計するのですが、簡易課税制度の
場合は課税売上に対して一定の率の課税仕入があったものとみなして、課
税売上高のみをもとに簡単に納税額を計算することができる制度です。こ
れによって本則課税よりも、消費税額の計算が容易になります。

４．「今後、免税事業者の医院が経費の支払先からインボイス登録を迫ら
れるか？」という疑問について

　こちらは、医療卸メーカーや、薬の卸メーカー、借りているテナントオー
ナーなどからインボイス登録を求められるのでは、という状況を想定し
ての疑問かと思います。これらの取引業者は、免税事業者のクリニック
にとっては売上先であり、インボイスの関係する課税仕入には関係ない
話となります。よって、取引業者は仕入税額控除ができないという状況
にはならないと考えられますので、あくまで免税事業者のクリニックは、
インボイス登録の有無を「課税売上高」で判断するということで良いか
と思います。

５．ＭＳ法人への影響
　ＭＳ法人の活用としてクリニックの建物を保有させるというケースの
場合、現在であれば院長先生個人からＭＳ法人がクリニック建物を購入
し、院長先生が発行する請求書等で仕入税額控除を受けることができま
す（仕入税額控除が多額になる場合は消費税還付）。しかし、インボイス
制度がスタートすると院長先生個人は適格請求書等発行事業者ではない
ため、インボイスを交付することはできず仕入税額控除（消費税還付）
を受けることができなくなります。令和５年 10 月以降直ちに仕入税額控
除が０となるわけではありませんが、個人資産を不動産管理会社やＭＳ
法人に売却する場合のようにＭＳ法人へ資産の集約等を検討されている
場合には、令和５年９月までに実行されることをおすすめ致します。

６．最後に
　以上のように、自院の状況によって受ける影響はさまざまです。皆様
のクリニックは上記 3. の表のどのケースに当てはまるかを確認し、対応
を検討しましょう。規模の大きなクリニックにおいて、企業の健康診断・
集団予防接種・治験などの課税売上高が多い場合には、インボイス登録

をしておく必要があると予想されます。しかし、課税売上高が 1 千万円
以下の個人クリニック等は、あえてインボイス登録をしなくても税務上
は問題にならないケースがほとんどだと考えられます。
　インボイス制度開始前と開始後で大きく税メリットが変わる場合があ
りますので、いずれにしても詳しくは顧問税理士等の専門家へお尋ねく
ださい。

智創税理士法人 盛岡事務所　代表社員税理士　楢　山　直　孝
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①

雇
用
環
境
整
備
・
周
知

義
務
・
意
向
確
認

こ
れ
ま
で
努
力
義
務
だ
っ

た
の
が
、
４
月
か
ら
雇
用
主

に
「
雇
用
環
境
整
備
」
の
義

務
化
が
課
せ
ら
れ
ま
し
た
。

育
児
休
業
を
取
得
し
や
す
い

雇
用
環
境
を
作
り
、
育
児
休

業
制
度
に
つ
い
て
従
業
員
に

周
知
し
、
取
得
す
る
か
ど
う

か
の
意
向
確
認
を
個
別
に
確

認
す
る
こ
と
も
義
務
と
な
っ

て
い
ま
す
。

②

有
期
雇
用
労
働
者
の
育

児
・
介
護
休
業
取
得
要
件
の

◆育児・介護休業法　改正
〈2022 年 4 月 1 日施行〉
①　個別の制度周知・休業取得意向確認と雇用環境整

備の措置の義務化
②　有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

〈2022 年 10 月 1 日施行〉
③　出生児育児休業（通称「産後パパ育休」）の創設
④　育児休業の分割取得

〈2023 年 4 月 1 日施行〉
⑤　育児休業取得状況の公表の義務化

緩
和改

正
前
は
育
児
休
業
を
取

得
す
る
場
合
、
雇
用
期
間
が

１
年
以
上
の
要
件
が
あ
り
ま

し
た
が
、
撤
廃
さ
れ
、
雇
用

さ
れ
て
間
も
な
い
従
業
員
も

取
得
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

︻
２
０
２
２
年
10
月
１
日
か

ら
施
行
︼

③

産
後
パ
パ
育
休
の
創
設

育
休
と
は
別
に
、
男
性
従

業
員
が
取
得
で
き
る
産
後
パ

パ
育
休︵
出
生
児
育
児
休
業
︶

が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。
子
の

出
生
後
、
８
週
間
以
内
に
取

れ
る
育
児
休
業
で
、
日
数
は

４
週
間
ま
で
で
す
。

④

育
児
休
業
の
分
割
取
得

こ
れ
ま
で
育
児
休
暇
は
タ

イ
ミ
ン
グ
を
分
け
て
取
得
す

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し

た
が
、
10
月
か
ら
は
２
回
に

分
け
て
取
得
す
る
こ
と
が
可

能
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、

１
歳
以
降
の
育
児
休
業
の
延

長
で
は
、
育
児
休
業
開
始
日

を
柔
軟
に
設
定
で
き
る
よ
う

に
な
り
、
夫
婦
で
育
休
を
途

中
交
代
し
な
が
ら
活
用
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

⑤

育
児
休
業
取
得
状
況
の

公
表
の
義
務
化
︵
来
年
４
月

１
日
～
︶

従
業
員
数
千
人
超
の
企
業

を
対
象
と
し
て
、
年
１
回
、

育
児
休
業
等
の
取
得
状
況
の

公
表
が
義
務
付
け
ら
れ
ま

す
。

◆出生時育児休業（産後パパ育休）と育児休業の分割取得
の改正概要

産後パパ育休
育休とは別に取得可 育児休業制度 育児休業制度

施行日 2022年10月1日～ 2022年9月末まで
対象期間
取得可能

日数

子の出生後8週間
以内に4週間まで
取得可能

原則子が1歳（最
長2歳）まで

原則子が 1 歳（最
長 2 歳）まで

申出期限 原則休業の2週間
前まで※ 原則1ヵ月前まで 原則1ヵ月前まで

分割取得

分割して2回取得
可能（初めにまと
めて申し出ること
が必要）

分割して2回取
得可能（取得の
際にそれぞれ申
し出）

原則分割不可

休業中の
就業

労使協定を締結し
て い る 場 合 に 限
り、労働者が合意
した範囲で休業中
に就業することが
可能

原則就業不可 原則就業不可

1 歳以降
の延長 ―

育休開始日を柔
軟化

育休開始日は 1
歳、1 歳半の時点
に限定

1 歳以降
の再取得 ―

特別な事情があ
る場合に限り再
取得可能

再取得不可

※雇用環境の整備などについて、今回の改正で義務付けられる内容を上回
る取り組みの実施を労使協定で定めている場合は、1 ヵ月前までとする
ことができます。

◆2022年4月1日から義務化されている事項
①　雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化

育児休業を取得しやすい雇用環境の整備が必要です！
　以下のいずれかを実施（複数が望ましい）

①　育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
②　育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備（相談窓

口を設置）
③　自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・

提供
④　自社の労働者の育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取

得促進に関する方針の周知

個別の周知 ・意向確認が必要です！
【対象】妊娠・出産（本人または配偶者）の申し出をした労働者
【周知事項】①～④のすべて　※産後パパ育休は 10 月 1 日以降
の申し出が対象
①　育児休業・産後パパ育休に関する制度
②　育児休業・産後パパ育休の申し出先
③　育児休業給付に関すること
④　労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき

社会保険料の取り扱い

②　有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
（育児休業の場合）
①　引き続き雇用された期間が 1 年以上　⇒　2022 年 4 月 1 日
より撤廃、 要件は②のみに

②　1 歳 6 ヵ月までの間に契約が満了することが明らかでない
※無期雇用労働者と同様の取り扱い（引き続き雇用された期間が

1 年未満の労働者は労使協定の締結により除外可）
※育児休業給付についても同様に緩和
※介護休業の取得要件についても、 同様に緩和され 「介護休業開始
予定日から 93 日経過日から 6 ヵ月を経過する日までに契約が満
了することが明らかでない」 のみに
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。
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が
あ

り
、
当
会
か
ら
は
小
山
田
榮

二
会
長
︵
保
団
連

理
事
︶、
黒
田
康

之
副
会
長
、
米
持

常
任
理
事
、
事
務

局
が
出
席
し
ま
し

た
。

  

開
会
あ
い
さ
つ

で
は
当
会
の
小
山

田
榮
二
会
長
が

「
コ
ロ
ナ
禍
で
各

協
会
で
は
様
々
な

活
動
に
尽
力
さ
れ

て
お
り
ま
す
。
歯

科
医
療
費
の
総
枠

拡
大
に
向
け
て
、

活
発
な
討
論
が
行
わ
れ
た

保
団
連
東
北
ブ
ロ
ッ
ク
歯
科
会
議

　歯科用貴金属随時改定で、こ
れまで3,715円／ g だった歯科
鋳造用金銀パラジウム合金（金
パラ）の価格が10月から3,481
円／ g と引き下げとなりました。
　9月下旬に歯科会員の先生方
には「歯科点数早見表2022年
10月版」をお送りしております。
ご活用いただければ幸いです。

金パラ　引き下げ

10月から　3,481円／ｇ
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さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

地
域
で
上
が
り
始

め
る
戸
惑
い
の
声

８
月
14
日
時
点
で
オ
ン
ラ

イ
ン
資
格
確
認
を
運
用
し
て

い
る
診
療
所
は
医
科
・
歯
科

と
も
に
全
国
で
18
・
１
％
。

通
例
で
あ
れ
ば
来
年
２
～
３

月
と
な
る
官
報
告
示
を
急
い

だ
の
は
、
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー

申
請
・
運
用
開
始
な
ど
進
捗

ペ
ー
ス
を
引
き
上
げ
る
手
段

が
他
に
な
い
た
め
で
す
。
こ

の
間
の
進
捗
状
況
の
遅
れ
か

ら
、
地
域
の
医
師
会
な
ど
で

も
戸
惑
い
や
異
論
が
上
が
り

始
め
て
い
ま
す
。

当
会
で
行
っ
た
ア
ン
ケ
ー

ト
に
も
「
全
く
必
要
性
を
感

じ
な
い
︵
今
ま
で
通
り
で
十

分
︶」「
設
置
だ
け
で
な
く
、

運
用
経
費
に
つ
い
て
も
対
価

を
求
め
た
い
」「
独
居
高
齢
者

６
月
７
日
、
政
府
が
閣
議

決
定
し
た
「
骨
太
方
針
２
０

２
２
」
に
、
オ
ン
ラ
イ
ン
資

格
確
認
の
シ
ス
テ
ム
導
入
を

来
年
４
月
か
ら
原
則
義
務
付

け
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
ま
し

た
。
そ
れ
を
受
け
、
９
月
５

日
に
は
来
年
４
月
か
ら
電
子

レ
セ
プ
ト
請
求
す
る
医
療
機

関
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
を
保
険
証
利
用
︵
法
令

名
：
電
子
資
格
確
認
︶
で
き

る
体
制
整
備
を
義
務
付
け
る

と
し
た
療
養
担
当
規
則
改
正

が
告
示
さ
れ
ま
し
た
。
た

だ
、
官
報
告
示
は
最
終
決

定
で
は
な
く
、
年
末
に
シ

ス
テ
ム
導
入
状
況
を
調
査
し
、

「
地
域
医
療
に
支
障
を
生
じ

る
」
な
ど
や
む
を
得
な
い
場

合
の
必
要
な
対
応
に
つ
い
て

検
討
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
。
年
末
に
義
務
化
の

範
囲
︵
除
外
範
囲
の
さ
ら
な

る
検
討
︶
が
最
終
的
に
決
定

が
対
応
で
き
る
か
心
配
」「
シ

ス
テ
ム
導
入
し
て
い
る
が
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を

持
っ
て
く
る
人
が
少
な
い
」

「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に

不
安
や
不
信
感
を
持
っ
て
い

る
国
民
も
た
く
さ
ん
い
る
」

「
レ
セ
コ
ン
業
者
が
忙
し
い

と
全
然
順
番
が
来
な
い
」
な

ど
の
声
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま

す
。原

則
義
務
化
に

「
反
対
」
６
割

会
員
の
先
生
方
に
行
っ
た

「
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
に

関
す
る
緊
急
ア
ン
ケ
ー
ト
」

の
結
果
、原
則
義
務
化
に
「
反

対
」
が
63
％
、「
ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い
」
が
30
％
で
し
た
。

保
険
証
の
原
則
廃
止
に
つ

い
て
も
「
反
対
」
が
67
％
、

「
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
」
が

27
％
で
し
た
︵
ア
ン
ケ
ー
ト

調
査
結
果
の
詳
細
に
つ
い
て

は
次
号
に
掲
載
予
定
︶。

医
療
現
場
か
ら
は
、
小
規

模
・
高
齢
、
対
応
可
能
な
ス

タ
ッ
フ
が
い
な
い
、
既
に
閉

院
予
定
、
導
入
費
用
が
巨
額

原
則
義
務
化
に
６
割﹁
反
対
﹂

常
任
理
事
会
だ
よ
り
8
月

【
日

時
】

　
　
２
０
２
２
年

　
　
　
８
月
23
日
㈫

19
：
30
～
20
：
53

【
場

所
】

盛
岡
フ
コ
ク
生
命
ビ
ル

会
議
室

【
出
席
者
】

　
　

役
員
、事
務
局
併
せ
て

12
名

１
、２
０
２
２
年
７
月
期
活

動
報
告
並
び
に
２
０
２

２
年
８
～
９
月
期
活
動

計
画
等
が
承
認
さ
れ
た

２
、他
団
体
で
の
役
職
へ
の

推
薦
に
つ
い
て
承
認
さ

れ
た

３
、２
０
２
２
年
秋
の
組
織

拡
大
な
ら
び
に
共
済
普

及
月
間
に
つ
い
て
承
認

さ
れ
た

４
、県
・
市
町
村
へ
の
要
請
書

に
つ
い
て
承
認
さ
れ
た

５
、「
歯
科
会
員
ア
ン
ケ
ー

ト
」
を
実
施
す
る
こ
と
が

承
認
さ
れ
た

６
、会
員
お
よ
び
非
会
員
に

対
し
て
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
の
署
名
と
ア
ン

ケ
ー
ト
を
実
施
す
る
こ

と
が
承
認
さ
れ
た

７
、講
演
会
の
企
画
に
つ
い

て
承
認
さ
れ
た

オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
シ
ス
テ
ム
導
入

す
。来

年
４
月
以
降
も
地
域
医

療
を
支
え
る
す
べ
て
の
医
療

機
関
が
現
在
と
変
わ
ら
ず
医

療
提
供
を
続
け
ら
れ
る
よ

う
、
当
会
で
は
、
会
員
の
先

生
方
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た

ア
ン
ケ
ー
ト
と
署
名
を
年
末

の
再
検
討
に
活
か
す
と
と
も

に
、
義
務
化
の
抜
本
的
な
見

直
し
を
求
め
て
い
き
ま
す
。

な
ど
様
々
な
声

が
聞
か
れ
ま

す
。
通
信
障
害

や
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
事
故
が
多

発
す
る
中
、
オ

ン
ラ
イ
ン
資
格

確
認
導
入
に
不

安
・
懸
念
を
抱

え
る
医
院
も
多

い
の
が
実
情
で

対象年齢 自己負担（レセプトごと） 所得制限

岩 手 県 通院　就学前
入院　小卒まで

【未就学・住民税非課税】なし　
【小卒まで】通院 1,500 円　入院 5,000 円 あり

盛 岡 市 中卒まで 【未就学・住民税非課税】なし
【中卒まで】通院 750 円　入院 2500 円

なし
宮 古 市

高卒まで

なし大 船 渡 市

奥 州 市
【未就学】なし
【高卒まで】通院一部負担金 1/2　入院 5000 円
（住民税非課税は入院の負担なし）

花 巻 市 【未就学・住民税非課税】なし
【高卒まで】通院 750 円　入院 2500 円 あり（未就学までなし）

北 上 市 【未就学・住民税非課税】なし
【高卒まで】通院 750 円　入院 2500 円

久 慈 市 中卒まで なし あり
（3 歳の誕生月の末日までなし）

遠 野 市

高卒まで

【未就学】通院 750 円　入院 2500 円
【小学生入院】5000 円
【小学生通院・中学生以上】一部負担金 1/2

あり
4 歳の誕生月の末日までなし

一 関 市
なし なし陸前高田市

釜 石 市

二 戸 市 【未就学・住民税非課税】なし あり【小学生以上】通院 1500 円　入院 5000 円
八 幡 平 市 なし なし
滝 沢 市 中卒まで 【未就学】通院 750 円　入院 2500 円

【中卒まで】通院 1500 円　入院 5000 円
あり

（3 歳の誕生月の末日までなし）
雫 石 町

高卒まで

なし

なし

葛 巻 町
岩 手 町 通院 1500 円 入院 5000 円（住民税非課税はなし）
紫 波 町 通院 750 円　入院 2500 円（住民税非課税はなし）
矢 巾 町 通院 750 円　入院 2500 円（住民税非課税はなし）
西 和 賀 町

なし金 ケ 崎 町
平 泉 町
住 田 町
大 槌 町 通院 1500 円　入院 5000 円（住民税非課税はなし）
山 田 町 【未就学・住民税非課税】なし

【高卒まで】通院 750 円　入院 2500 円
岩 泉 町 通院 1500 円　入院 5000 円（住民税非課税はなし）
田 野 畑 村

なし

普 代 村
軽 米 町
洋 野 町
野 田 村
九 戸 村
一 戸 町 あり（未就学までなし）

◆　こども医療費助成 2022 年９月末時点

す
自
治
体
も
増
え
て
お
り
、

19
自
治
体
が
対
象
者
す
べ
て

の
子
ど
も
が
無
料
で
医
療
を

受
け
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
い

ま
す
。

来
年
度
は
す
べ
て
の
自

治
体
で
高
卒
ま
で
助
成

現
在
、
中
卒
ま
で
と
な
っ

て
い
る
盛
岡
市
は
、
来
年
度

県
内
各
自
治
体
で
子
ど
も

の
医
療
費
に
つ
い
て
、
助
成

の
拡
充
が
進
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
約
２
年
前
は
33
自
治

体
の
う
ち
、
22
自
治
体
で
高

卒
ま
で
助
成
し
て
い
ま
し
た

が
、
現
在
、
30
自
治
体
ま
で

に
増
え
て
い
ま
す
。

対
象
者
だ
け
で
な
く
、
所

得
制
限
や
自
己
負
担
を
な
く

人
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

現
在
の
県
内
自
治
体
の
助

成
状
況
は
一
覧
の
通
り
で

す
。
助
成
が
進
ん
で
い
る
と

は
い
え
、
住
ん
で
い
る
地
域

に
よ
っ
て
自
己
負
担
や
所
得

制
限
が
あ
り
、
格
差
が
あ
る

の
が
現
状
で
す
。
当
会
と
し

ま
し
て
は
、
今
後
も
高
卒
ま

で
所
得
制
限
な
し
で
無
料
で

受
け
ら
れ
る
よ
う
、
活
動
を

進
め
て
い
き
ま
す
。

の
早
期
に
は
高
卒
ま
で
を
対

象
と
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
て

い
ま
す
。
自
己
負
担
は
通
院

７
５
０
円
、
入
院
２
５
０
０

円
で
約
６
４
０
０
人
が
対
象

と
な
り
ま
す
。
久
慈
市
で
も

来
年
度
中
に
高
卒
ま
で
対
象

と
す
る
予
定
で
す
。

滝
沢
市
は
来
年
４
月
に
高

卒
ま
で
拡
大
し
ま
す
。
自
己

負
担
は
県
単
と
同
様
に
通
院

１
５
０
０
円
、
入
院
５
０
０

０
円
で
所
得
制
限
も
あ
り
ま

す
。
23
年
度
は
高
校
生
相
当

１
６
７
４
人
の
う
ち
７
３
５

子
ど
も
医
療
費

高
３
ま
で
30
市
町
村
に

オンライン資格確認の
システム導入の原則義務化について

保険証の原則廃止について

どちらとも
いえない
　30％

無回答
　1％ 賛成

 6％

反対
63％

どちらとも
いえない
　27％

無回答
　1％ 賛成

 5％
反対
67％




